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　組合 Q&A

中小企業等協同組合法等組合Ｑ＆Ａ

平成19年４月１日、「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」が施行されました。
決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成はどのようになりますか。

　施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成が義務づけられました。
　これまで、組合が作成しなければならない決算関係書類（財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金
処分案又は損失処理案）や事業報告書、監査報告については、法令上に特段の作成基準が示されていませ
んでした。これらについて、主務省令（施行規則）に基づき作成することが義務づけられ（中協法第40条）、
具体的な作成基準が定められました。今後改訂を予定している中小企業等協同組合会計基準において修正
される可能性があることにご留意ください。
　施行規則の施行前に到来した決算期に関しては組合が作成する貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案
又は損失処理案や事業報告書については、この規則に沿って書類を作成する必要はありません。
　監査報告については、施行規則に特段の経過措置が設けられていないことから、施行規則（第89条〜 91条）
に基づき作成する必要があります。　
　省令（施行規則）施行後最初に到来する決算期に記載が義務づけられる項目を中心にその様式を掲載し
ます。

〈貸借対照表様式例〉（非出資商工組合を除く）
※ ■部分は、省令（施行規則）施行後最初に到来する決算

期に記載が義務づけられる項目

貸 借 対 照 表
平成　　年　　月　　日

　　一　資産の部 　　　　　　　　　二　負債の部
Ⅰ　流動資産  Ⅰ　流動負債
１現金及び預金 ××× １支払手形 ×××
　流動資産計 ×××× 　流動負債計 ××××

Ⅱ　固定資産  Ⅱ　固定負債
ⅰ　有形固定資産  １長期借入金 ×××
１建物及び建物付属設備 ××× 　固定負債計 ××××
　有形固定資産計 ×××× 　負債合計 ×××××
ⅱ　無形固定資産
１特許権 ××× （三　純資産の部）
　無形固定資産計 ×××× Ⅰ　組合員資本
ⅲ　外部出資その他の資産  ⅰ　出資金
１差入保証金・敷金 ××× ⅱ　未払込出資金 △×××
　外部出資その他の資産計 ×××× 　出資合計 ××××
　固定資産計 ××××× ⅲ　資本剰余金
  １資本準備金
Ⅲ　繰延資産  ２その他の資本剰余金
　繰延資産計 ×××× ⅳ　利益用預金
　資産合計 ××××× １利益準備金 ×××
  ２その他の利益剰余金
  　その他の利益剰余金計 ××××
  当期剰余金又は当期損失金 ×××
  前期繰越剰余金 ×××
  　又は前期繰越損失金
  利益剰余金計 ××××

  Ⅱ　評価・換算差額等
  １その他有価証券評価差額金 ×××
  ２その他評価・換算差額等
 　　 　評価・換算差額等計 ×××

  純資産合計 ××××
  負債及び純資産合計 ×××××

（注）（1）有形固定資産から直接控除を行っている金額。
　　　　減価償却累計額　×××
　　　　減損損失累計額　×××

〈損益計算書様式例〉（非出資商工組合を除く）
※ ■部分は、省令（施行規則）施行後最初に到来する決算

期に記載が義務づけられる項目
　　事業別損益計算書を必要としていない組合を対象にし
　　た様式例

損 益 計 算 表
自　平成　　年　　月　　日
至　平成　　年　　月　　日

　　三　事業費用の部 　　　　　一　事業収益の部
Ⅰ　販売事業費用  Ⅰ　販売事業収益
　　　　計 ××  　計　　　　××
Ⅱ　購買事業費用  Ⅱ　購買事業収益
　　　　計 ××  　計　　　　××
Ⅲ　金融事業費用  Ⅲ　金融事業収益
　　　　計 ××  　計　　　　××
Ⅳ　生産・加工事業費用  Ⅴ　生産・加工事業収益
　　　　計 ××  　計　　　　××
Ⅴ　施設事業費用  Ⅴ　施設事業収益
　　　　計 ××  　計　　　　××
Ⅵ　保管・運送事業費用  Ⅵ　保管・運送事業収益
　　　　計 ××  　計　　　　××
Ⅶ　検査・試験・開発事業費用  Ⅶ　検査・試験・開発事業収益
　　　　計 ××  　計　　　　××
Ⅷ　教育情報事業費用  Ⅷ　教育情報事業収益
　　　　計 ××  　計　　　　××
Ⅸ　福利厚生事業費用  Ⅸ　福利厚生事業収益
　　　　計 ××  　計　　　　××
Ⅹ　保険業務代理・代行事業費用  Ⅹ　保険業務代理・代行事業収益
　　　　計 ××  　計　　　　××
Ⅺ　○周年記念事業費  Ⅺ　○周年記念事業収入
　　　　計 ××  　計　　　　××
Ⅻ　貸倒引当金繰入  
　　　　計 ×× 
　事業費用の部合計 ××× 　事業収益の部合計 ×××
　事業総利益金額　又は事業総損金額 ×××

　　四　一般管理費の部 　　　　二　賦課金等収入の部
Ⅵ　一般管理費  Ⅵ　賦課金等収入
　一般管理費の部合計 ×××× 　賦課金等収入の部合計 ××××
　事業利益金額　又は事業損金額 ×××
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　　六　事業外費用の部 　　　　五　事業外収益の部
Ⅶ　事業外費用  Ⅶ　事業外収益
　事業外費用の部合計 ××× 　事業外収益の部合計 ×××
　経常利益金額
　又は経常損失金額 ×××

　　八　特別損失の部 　　　　　七　特別利益の部
Ⅷ　特別損失  Ⅷ　特別利益
　特別損益の部合計 ××× 　特別利益-の部合計 ×××
　特別損失の部合計 ××× 　
　税引前当期純利益金額
　又は税引前当期純損失金額 ×××
Ⅸ　税等  
　　　　計 ×× 
　当期純利益金額
　又は当期純損失金額 ×××

〈剰余金処分案様式例〉（非出資商工組合を除く）
※ ■部分は、省令（施行規則）施行後最初に到来する決算

期に記載が義務づけられる項目

剰 余 金 処 分 案
自　平成　　年　　月　　日
至　平成　　年　　月　　日

Ⅰ　当期未処分剰余金
　１当期純利益金額
　　（又は当期純損失金額） ××　　　　　
　２前期繰越剰余金
　　（又は前期繰越損失金） ××　　
　３過年度税効果調整額 ××　　×××

Ⅱ　組合積立金取崩額
　１会館建設積立金取崩額 ××
　２特別積立金取崩額 ××　　×××

Ⅲ　剰余金処分額
　１利益準備金 ××
　２組合積立金
　　　特別積立金 ××
　　　○○周年記念事業積立金 ××
　　　役員退職給与積立金 ×× ×××
　３教育情報費用繰越金  　 ××
　４出資配当金  　 ××
　５利用分量配当金
　　　共同購買事業配当金 ××
　　　○○事業配当金 ×× ×× ×××

Ⅳ　次期繰越剰余金   ×××

〈損失処理案様式例〉（非出資商工組合を除く）
※ ■部分は、省令（施行規則）施行後最初に到来する決算

期に記載が義務づけられる項目

損 失 処 理 案
自　平成　　年　　月　　日
至　平成　　年　　月　　日

Ⅰ　当期未処理損失金
　１当期純未処理損失金
　　（又は当期純利益金額） ××　　　　　
　２前期繰越損失金
　　（又は前期繰越剰余金） ×× ×××　　

Ⅱ　損失てん補取崩額
　１組合積立金取崩額
　　　特別積立金取崩額 ××
　　　○○周年記念事業積立金取崩額 ××
　　　役員退職給与積立金取崩額 ×× ××
　２利益準備金取崩額  ××
　３資本剰余金取崩額  ××
　４出資金減少差益取崩  ×× ×××

Ⅲ　次期繰越損失金   　××
　１○○積立金取崩額  ××
　２基本金取崩額  ×× ×××

Ⅲ　次期繰越損失金   　　××

　〈事業報告書様式例〉
　（全組合共通、ただし、非出資商工組合では該当しない箇所
は削除）
※ ■部分は、省令（施行規則）施行後最初に到来する決算

期に記載が義務づけられる項目

事 業 報 告 書
自　平成　　年　　月　　日
至　平成　　年　　月　　日

Ⅰ　事業活動の概況に関する事項
　１事業年度末日における主要な事業内容・当該事業年
　　度における事業の経過及びその成果（当該事業年度
　　における主要な事業活動の内容・経過及び成果を事
　　業ごとに記載）

　２増資及び資金の借入れその他の資金調達の状況

　３設備投資の状況（当該事業年度中に実施した設備投
　　資の状況を記載）

　４業務提携等重要事項の概要（業務上の提携、子会社に
　　する会社の株式又は持分の取得、事業全部又は一
　　部の譲渡又は譲受け・合併・その他の組織再編成が
　　あった場合には、その状況を記載）

　５直前３事業年度の財産及び損益の状況

　６対処すべき重要な事項・組合の現況に関する重要な事
　　項（対処すべき課題等、組合の現状に関する状況を記載）

Ⅱ　運営組織の状況に関する事項
　１前事業年度における総会の開催状況（前事業年度中に
　　開催した総会の状況（開催日時、出席組合員数、主な
　　議案の議決状況）を記載）
　２組合員数及び出資口数の増減（出資口数の区分は適宜
　　変更）
　３役員に関する事項
　４職員の状況及び業務運営組織図
　５施設の設置状況（主たる事務所、従たる事務所及び組
　　合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び
　　所在地等）
　６組合の運営組織の状況に関する重要な事項

Ⅲ　その他組合の状況に関する重要な事項
　１当該事業年度の末日における主要な事業内容


